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平成２７年労第２７１号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する。 

 

理  由 

 

第１ 再審査請求の趣旨及び経過 

１ 趣  旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監督

署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対してした

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による療養補償給付及び休業

補償給付を支給しない旨の処分を取り消すとの裁決を求めるというにある。 

２ 経  過 

請求人は、平成○年○月○日にＡ市所在のＢ（以下「事業場」という。）に採用

され、平成○年○月から事業場が運営する○学校の事務長として勤務していた。 

請求人によると、平成○年○月頃から、同学校の教務主任が請求人を誹謗中傷

するメールを請求人以外の職員に送信していたことがわかり、請求人は、体調を

崩していったという。その後、同年○月○日、同主任が請求人を誹謗中傷するメ

ールを相変わらず配信していることを知り、体調が更に悪くなり、同日は有給休

暇を取得して帰宅したという。 

請求人は、平成○年○月○日、Ｃ病院に受診し、「心因反応」と診断された。 

請求人は、精神障害を発病したのは業務上の事由によるものであるとして、監

督署長に療養補償給付及び休業補償給付の請求をしたところ、監督署長は、請求

人に発病した精神障害は業務上の事由によるものとは認められないとして、これ

らを支給しない旨の処分をした。 

請求人は、これらの処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審

査官」という。）に審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日付けでこれを

棄却したので、請求人は、更にこの決定を不服として、本件再審査請求に及んだ

ものである。 

第２ 再審査請求の理由 
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（略） 

第３ 原処分庁の意見 

（略） 

第４ 争  点 

本件の争点は、請求人に発病した精神障害が業務上の事由によるものであると認

められるか否かにある。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 事実の認定及び判断 

１ 当審査会の事実の認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

 （１）請求人の精神障害の発病の有無及び発病時期について、Ｄ医師は、平成○年

○月○日付け意見書において、要旨、平成○年○月下旬頃に、ＩＣＤ診断ガイ

ドラインの「Ｆ４３．２ 適応障害」（以下「本件疾病」という。）を発病した

と判断すると述べており、当審査会としても、請求人の症状経過等に鑑み、Ｄ

医師の意見は妥当であると判断する。 

（２）ところで、精神障害の業務起因性の判断に関しては、厚生労働省労働基準局

長が「心理的負荷による精神障害の認定基準について」（平成２３年１２月２６

日基発１２２６第１号。以下「認定基準」という。）を策定しており、当審査会

としてもその取扱いを妥当なものと考えることから、以下、認定基準に基づき

検討する。 

（３）請求人の本件疾病の発病前おおむね６か月間において認定基準別表１「業務

による心理的負荷評価表」（以下「認定基準別表１」という。）の「特別な出来

事」の類型に示されている「心理的負荷が極度のもの」又は「極度の長時間労

働」は認められず、「特別な出来事」に該当する出来事は認められない。 

（４）本件疾病発病前おおむね６か月間における業務による出来事として、請求人

は、①平成○年○月の○学校事務長への就任、②平成○年○月上旬頃、同年○

月頃、同年○月にＥ教務主任との間に生じた一連の出来事（以下「Ｅ教務主任

との問題」という。）、③Ｆ副校長等が請求人の進言した事項を履行しないこと

を主張している。 
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（５）①平成○年○月の○学校事務長への就任は、認定基準別表１の具体的出来事

「配置転換があった」（平均的な心理的負荷の強度「Ⅱ」）に該当するが、決定

書理由第２の２（２）ウ (イ)に説示のとおり、請求人は当該専門学校事務長へ

の就任には特に不満等はない旨申述していることから、当審査会としても、そ

の心理的負荷の総合評価は「弱」と判断する。 

（６）②「Ｅ教務主任との問題」の出来事は、認定基準別表１の具体的出来事「同

僚とのトラブルがあった」（平均的な心理的負荷の強度「Ⅱ」）に該当し、決定

書理由第２の２（２）ウ (ウ)に説示のとおり、周囲からも客観的に認識される

ような対立が認められることから、当審査会としても、その心理的負荷の総合

評価は、「中」と判断する。 

（７）③Ｆ副校長等が請求人の進言した事項を履行しないことは、認定基準別表１

の具体的出来事「上司とのトラブルがあった」（平均的な心理的負荷の強度「Ⅱ」）

に該当し、Ｇ副学校長やＥ教務主任等事業場関係者からの申述から判断するに、

「業務をめぐる方針等において、上司との考え方の相違が生じた（客観的には

トラブルとはいえない）」に該当するものとみられる。したがって、当審査会と

しては、その心理的負荷の総合評価は「弱」と判断する。 

（８）以上のとおり、被災者には、業務による心理的負荷の総合評価「中」の出来

事が一つ、「弱」の出来事が二つ認められることから、心理的負荷の強度の全体

評価は「中」と判断され、「強」には至らないものであるから、請求人に発病し

た本件疾病は業務上の事由によるものとは認められない。 

３ 以上のとおりであるから、請求人に発症した精神障害は業務上の事由によるも

のであるとは認められず、監督署長が請求人に対してした療養補償給付及び休業

補償給付を支給しない旨の処分は妥当であって、これらを取り消すべき理由はな

い。 

 

よって主文のとおり裁決する。 


